
「土地改良清美事務所管内不動産鑑定評価業務」の応募申込に係る質問書に対する回答 

 

No 資料名 ページ・番号 質問内容 回答 

 

1 

応募申込書 公共公示及び地価調

査の担当実績につい

て 

P2 4-1 

地価公示は全て記載する必要はあるでしょうか？記入

欄が不足する場合は、追加していいでしょうか？ 

対象となる全ての地点について記載をお願いいたし

ます。 

なお、記入欄が不足する場合には、必要に応じて欄を

追加してください。 

※別紙作成していただいても構いません。 

 

 

2 

応募申込書 公共用地取得に係る

鑑定評価実績につい

て 

P3 4-3 

鑑定実績は、令和 7年（令和 6年 4月 1日～令和 7年 3

月 31日）、令和 6年（令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月

31日）、令和 5年（令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31

日）でいいでしょうか？ 

過去 3年間（下記期間）の実績数をご記入ください。 

令和 6年度（令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月 31日）、 

令和 5年度（令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月 31日）、 

令和 4年度（令和 4年 4月 1日～令和 5年 3月 31日） 

 

3 

応募申込書 公共用地取得に係る

鑑定評価実績につい

て 

P3 4-3 

鑑定実績地域には、どのような記載をすればいいでしょ

うか？ 

「奈良市」でいいのでしょうか？また、発注者の欄につ

いても「奈良市」でいいでしょうか？ 

奈良市三条大路の場合、「奈良市三条大路地内」と記載

をお願いします。 

発注者が、奈良市の場合、「奈良市」と記載をお願いし

ます。 

 

4 

応募申込書 特殊な案件に係る鑑

定評価実績欄につい

て P4 4-4 

記入欄が不足する場合は追加してもよいでしょうか？ 記入欄が不足する場合には、必要に応じて欄を追加し

てください。 

※別紙作成していただいても構いません。 

 

5 

応募申込書 鑑定評価能力の向上

の取り組みについて 

P5 5 

記入欄が不足する場合は追加してもよいでしょうか？ 記入欄が不足する場合には、必要に応じて欄を追加し

てください。 

※別紙作成していただいても構いません。 

 

 


